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第１章 調査団の概要 
 

１－１ 調査の目的 

2004年総選挙に向け、インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の実施体制・準備

状況、他国・他ドナーの協力の方向性、ドナーコーディネーションの状況を確認したうえで、無

償資金協力及び技術協力による日本の協力の方向性の策定、及び可能な限り具体的案件の形成に

向けた検討を行う。 

 

１－２ 調査の背景 

前回1999年に行われたインドネシア総選挙は44年ぶりに政党が自由に参加して行われた選挙で

あり、我が国は緊急無償による約3,500万ドルの支援及び20名の短期専門家派遣などの協力を行っ

た。 

2004年の総選挙は、先般の憲法改正を踏まえ、国会、地方代表議会（Dewan Perwakilan Daerah：

DPD）、地方議会（Dewan Perwakilan Rakyat Daerah：DPRD）各議員、及び、正副大統領を選出す

る未曾有の大規模、かつ複雑な総選挙となる。参加政党数は、極めて多数になるものと見込まれ

ており（前回48政党程度）、次回総選挙が円滑に実施できるかどうかは、その後の政治の安定性に

影響を及ぼすおそれがある。 

 インドネシアにおいては、2002年９月24日に経済担当調整大臣府〔Coordinating Minister for 

Economic Affairs（Ekonomi, Keuangan dan Industri）：EKUIN〕主催で各国ドナー等を集め、総選挙

委員会（Komisi Pemilihan Umum：KPU）より総選挙の支援要請の方向性が示された。正副大統領

直接選挙に関しては現在法案を審議中であるが、総選挙は2004年６月に行われる予定であり、イ

ンドネシア政府は３兆ルピア（約430億円）の予算のうち、３割はドナーからの支援に期待してい

る。あわせて、選挙委員会スタッフ・投票所要員のキャパシティ・ビルディング／トレーニング、

情報システム／通信等の技術支援を期待している。 

 

１－３ 調査団構成 
 

氏 名 担当分野 所  属 派遣期間 

黒田 一敬 団長／選挙支援 JICA国際協力総合研修所国際協力専門員 12/11～12/20 

光永 健男 協力政策 外務省経済協力局無償資金協力課課長補佐 12/11～12/20 

古川 光明 無償資金協力 JICA無償資金協力部計画課課長代理 12/11～12/20 

小森  剛 技術協力／調査企画 JICAアジア第一部東南アジア課 12/11～12/20 
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１－４ 現地調査日程 
 
日順 月日 曜日  調査行程 宿 泊 

１ 12/11 （水）  黒田、光永、古川、小森 東京→ジャカルタ（JL725） ジャカルタ 

２ 12/12 （木） 

午前 
 

午後 
 

JICAインドネシア事務所 団員４名 
日本大使館 団員４名及び事務所より大岩、田中 
UNDP 
KPU 

同上 

３ 12/13 （金） 

午前 
 

午後 
 

AusAID 団員４名及び事務所より田中 
KPU 団員４名及び事務所より田中、ウントゥン 
BAPPENAS 団員４名及び事務所よりウントゥン 
IFES 団員４名及び事務所より田中 

同上 

４ 12/14 （土）  資料整理 同上 

５ 12/15 （日）  資料整理 同上 

６ 12/16 （月） 

午前 
 
 

午後 
 

政治治安担当調整大臣府 団員４名 
世界銀行 
USAID 
EU 
アジア財団 

同上 

７ 12/17 （火） 

午前 
午後 
 
 

AEC 団員４名 
MOHA 団員４名及び事務所より大岩、田中 
統計局 団員４名 
EKUIN 団員４名 

同上 

８ 12/18 （水） 
午前 
午後 
 

UNDP 外務省上村南東アジア第二課長、団員４名 
PANSUS 
KPU 

同上 

９ 12/19 （木） 
午前 
午後 
 

JICAインドネシア事務所報告 団員４名 
日本大使館報告 
ジャカルタ出発 

同上 

10 12/20 （金） 午前 成田着  

 

１－５ 主な面談者リスト 

 付属資料１参照。 

 

１－６ 団長総括 

1999年前回の総選挙において我が国は多大な貢献をしており、今回の選挙においてもインドネ

シア側及び国際選挙支援ドナー側双方から大きな期待が示されている。1990年代初頭から現在に

至るまで、世界各地で実施されてきた平和構築の一分野としての国際選挙支援の歴史のなかでも、

2004年インドネシア総選挙は非常に重要だと認識されている。 
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その理念として、次期選挙を成功裏に実施することにより、初めてインドネシアの民主化への

安定プロセスが確保されることになると考えられているからである。2002年12月の時点で既に各

国や国際機関、国際NGOが各種の支援を計画中である。本件調査団の活動により、以下の項目が

今次選挙の特殊性・重要性として特定された。また、日本の支援の可能性についての考察も以下

のようになされた。 

 

(1) 重要な選挙となる理由 

① インドネシアが置かれた状況 

・経済危機から抜けきらない 

・テロの影響 

・国内に抱える紛争の火種 

② 民主化のプロセス 

・改憲後初めての選挙 

・大規模な総選挙 

・選挙プロセスの透明性に対する国民の期待 

③ 二国間関係 

・日本企業の活動と選挙後の情勢との関連 

・トップドナーに対するインドネシアからの期待 

④ 日本の国際選挙支援の趨勢への影響 

・1998年カンボディア、1999年インドネシア、2001年東ティモール、2002年パキスタン、

2004年インドネシアと継続していく日本の選挙支援は、今後の国際選挙支援、特にアフ

ガニスタンにおける選挙支援にもつながっていく（インドネシア・パキスタンなどとの

三角協力の可能性も含めている）。 

 

(2) 調査により判明した支援の方向性その他 

① 憲法改正、選挙法の制定などに伴う時間的制約の厳しさ 

② 制度上の複雑な選挙システムに対応した支援の必要性 

③ KPU選挙委員会の独立性確保と各官庁・政府機関との連携体制構築への支援 

④ ドナー間の調整及びKPUとのかけ橋となること 

⑤ 前回支援を踏まえての期待の大きさ（財政支援、技術支援ともに） 

⑥ 平和構築支援の一環としての選挙支援は、特に国内に存在する紛争地における選挙運営を

重点的に支援する可能性をも念頭に置く必要がある。（例：アチェ、パプア、マルクなど） 

⑦ アドバイザー型専門家派遣によるKPUと内務省ほか関係省庁との連携強化への貢献 
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⑧ 国際支援の受け手としてのKPUの実務運営力向上への貢献 

⑨ 協力案の早期実現 

 

(3) 調査により判明したインドネシア選挙スケジュール、支援のイメージ 

 調査によって判明したインドネシア2004年選挙スケジュール及び日本側支援スケジュール

（案）を表１－１、表１－２、表１－３に、支援イメージを図１－１、図１－２に示す。 
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表１－１ インドネシア2004年選挙 インドネシア選挙スケジュール(KPUから提出されたプロポーザル案：2002年11月策定分)と日本側支援スケジュール（案） 
 

 2003年 2004年  活 動 
12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

インドネシア 有権者登録 
 2002.10-2003.08                        

 情報システム開発及び調達 
 2002.11-2003.12                        

選挙スケジュール 政党登録 2002.11-2003.08                        
 選挙法成立 2002.12                        

 有権者啓もうキャンペーン 
 2003.01-2004.06 

                       

 議席及び選挙区決定 
 2003.01-2003.09                        

 常設州選挙委員会及び地方選挙委
員会設立 2003.01-2003.12 

                       

 総選挙に向けた物資流通ルート展
開 2003.01-2004.06 

                       

 議員候補指名 2003.12-2004.04                        

 選挙結果公表の改訂手続きの最終
決定 2003.12                        

 正副大統領候補指名 
 2003.12-2004.03                        

 政党選挙キャンペーン 
 2004.04-2004-05                        

 選挙                        
 当選候補者公表 2004.08                        

 DPR、DPD、DPRD各議員就任 
2004.09                        

 正副大統領就任 2004.09                        
日本側支援スケジュール                        
 プロジェクト形成調査                        
 報告書取りまとめ                        
 要請書取り付け（随時）                        
 長期専門家、企画調査員の派遣                        
 KPU総合支援プログラム                        
 a 有権者登録支援プログラム                        
 b 有権者教育及び啓もうプログラム                        

 
c 全臨時雇スタッフ（投票所職員・
作業員、投票計数者）用研修プロ
グラム 

       
 

               

 d 選挙広報支援プログラム：マルチ
メディアセンター支援等                        

 e 選挙モニタリング(選挙監視団調
整等)プログラム                        

 f 選挙関連資機材調達管理プログ
ラム                        

 g 財政支援                        
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表１－２ インドネシア2004年総選挙支援プログラム（案）  
支援プログラム 目 的 想定されるインプット及び援助スキーム 活 動 

KPU総合支援プログラ
ム 

a 全体的な選挙管理のためのKPU全体の運
営管理支援 

b KPU機能強化の支援及び、実施組織の能力
開発 

c KPUスタッフへのキャパシティ・ビルディ
ング 

d KPUと国際社会（他ドナー等）との橋渡し 

①アドバイザー型専門家の派遣（KPUへ
派遣） 

●指導分野 
 ・統括／選挙管理（長期） 
 ・有権者登録／教育 
 ・調達／ロジスティック全般 
 ・財政管理／会計 
 ・選挙広報 
 ・国際選挙監視／ドナー調整（長期） 
 ・その他必要な専門家 

●全体的な選挙管理のためのKPU全体の運営管理支援 
①中央レベルでのKPU全体の運営管理への専門家を通じた助言 
②日本の支援全般に係るプログラムの策定及びその統括 
 a 有権者登録支援プログラム 
  b 有権者教育及び啓もうプログラム 
 c 投票所職員・作業員、投票計数者用研修プログラム 
 d 選挙広報支援プログラム：マルチメディアセンター支援等 
 e 選挙モニタリング(選挙監視団調整等)プログラム 
 f 選挙関連資機材調達管理プログラム 
 g 財政支援 
 その他必要な支援プログラム 
●KPU機能強化の支援及び、実施組織の能力開発及びKPUと国際社会（他
ドナー等）との橋渡し 

①適正な戦略策定メカニズムの構築支援 
②ドナー支援全般に係る支援形態(Modalities)、支援方法(Approaches)の調
整 

③選挙実施に係る阻害要因と、軽減・解決方途の基本計画の策定 
④援助調整会合等の事務局機能強化の支援及び、実施組織の能力開発等 
   a) セミナー開催、定例召集、開催準備、資料整備、議事録整理等 
●KPUスタッフへのキャパシティ・ビルディング 
①現地国内研修の開催、講師の派遣 
②草の根無償、草の根技術協力等の活用によるNGOを通じた研修 
③必要な資機材・印刷物の調達 

a 有権者登録支援プロ
グラム 

有権者登録並びにインドネシア政府の基本
的情報として不可欠な農業センサス、経済セ
ンサス、貧困人口等の整備支援 

①スキャナー14台、ソフトウエア、コン
ピューター1400台 

②ノンプロジェクト無償 

 

b 有権者教育及び啓も
うプログラム 

2004年の総選挙は新たな選挙システムによ
り実施されることから混乱がないよう一人
でも多くの有権者が投票するように有権者
への情報の提供、教育・啓もうを行う。 

●青年海外協力隊の派遣、現地国内研修
等研修、草の根無償、草の根技術協力、
無償資金協力、財政支援（セクタープ
ログラム無償）、見返り資金 

①プログラムの作成 
KPU総合支援プログラムにて派遣の有権者登録/教育プログラム専門家
によりプログラムの策定を行う。 

②セミナーの開催 
③青年海外協力隊の派遣 
④現地国内研修の開催、講師の派遣 
⑤草の根無償、草の根技術協力等の活用によるNGOを通じた研修 
⑥広報番組の作成支援（TVRI等との協力） 
⑦必要な資機材・印刷物の調達 
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支援プログラム 目 的 想定されるインプット及び援助スキーム 活 動 

c 全臨時雇スタッフ（投
票所職員・作業員、投
票計数者）用研修プロ
グラム 

投票所職員・作業員、投票計数者への研修 ●青年海外協力隊の派遣、現地国内研
修、草の根無償、草の根技術協力、無
償資金協力、財政支援（セクタープロ
グラム無償）、見返り資金 

①プログラムの作成 
KPU総合支援プログラムにて派遣専門家によりプログラムの策定を行
う。 

②セミナーの開催 
③青年海外協力隊の派遣 
④現地国内研修の開催、講師の派遣 
⑤草の根無償、草の根技術協力等の活用によるNGOを通じた研修 
⑥広報番組の作成支援（TVRI等との協力） 
⑦必要な資機材・印刷物の調達 

d 選挙広報支援プログ
ラム：マルチメディア
センター支援等 

選挙の透明性、説明責任を高めるための選挙
公報支援 

●青年海外協力隊の派遣、現地国内研
修、草の根無償、草の根技術協力、無
償資金協力、財政支援（セクタープロ
グラム無償） 

①プログラムの作成 
KPU総合支援プログラムにて派遣の選挙広報専門家によってプログラ
ムの策定を行う。 

②マスコミ等へのセミナーの開催 
③広報番組の作成支援（TVRI等との協力） 
④必要な資機材・印刷物の調達・配布 

e 選挙モニタリング(選
挙監視団調整等)プロ
グラム 

インドネシアと国際ドナーとの橋渡し役を
日本が行い、モニタリングを円滑に行うとと
もに日本が選挙においても中心的なドナー
であることをアピールする。 

●選挙監視団の派遣、援助効率促進費、
財政支援（セクタープログラム無償） 

①プログラムの作成 
KPU総合支援プログラムにて派遣の専門家によってプログラムの策定
を行う。 

②セミナー等の開催 
③必要な資機材・印刷物の調達 

f 選挙関連資機材調達
管理プログラム 

a 2004年の総選挙に必要な資機材のうち､日
本に要請のあった投票箱や上記支援プロ
グラムに必要な資機材を購入することに
より選挙の円滑な実施に貢献する。 

B 選挙で調達された資機材の管理に対して、
専門家を通じて適切なアドバイスを行う
ことにより、選挙の円滑な実施に貢献す
る。 

①選挙関連機材供与（投票箱） 
  160万個の調達 
②その他選挙支援プログラムに必要な
資機材・印刷物の調達 

●ノンプロジェクト無償（セクタープロ
グラム無償含む）、一般プロジェクト
無償、見返り資金、草の根無償等 

 

g 財政支援 限られた選挙スケジュールを円滑に実施・運
営してうえでその時々に応じて必要不可欠
となるセミナー、ワークショップや緊急的な
対応等のための柔軟かつ緊急的な運営資金
への財政的支援を行うことにより、円滑な選
挙運営を行う。 

●セクタープログラム無償本体資金、見
返り資金、UNDP拠出金 

財政の管理方法の検討する。 
①ノンプロジェクトの調達代理機関としてのJICSの関与 
②現地公認会計機関の活用（プライスウォーターハウス等） 
③専門家による管理 
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表１－３ 選挙プログラム及びスケジュール（KPUから提出されたプロポーザル案：2002年11月策定分）  

 2003年 2004年 活 動 
12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

(1) KPU関連研修                        

・KPU中央･州レベル職員への研修 
2003.1～2003.7                        

・オペーレーションスタッフへの各種研修 
2003.1～2003.12                        

(2) 全臨時雇スタッフ研修                        

・全臨時雇スタッフ（投票所職員・作業員、投票計数
者）用研修プログラム企画･立案 2003.7～2003.9                        

・上記研修（270万～300万スタッフ）2004.1～2004.4                        

・投票作業員及び投票計算者のための参照研修マニュ
アルの作成と印刷 2003.10～2003.12                        

・投票作業員及び投票計算者のための関連研修ビデオ
の作成と配布 2003.9                        

(3) 物資調達                        

・必要資機材の調達計画策定のための調査 2002.12                        

・必要な IT関連機材の購入（コンピューター、LAN・
WAN） 2002.12～2003.12 

                       

・投票箱、インク等を含む他の資機材の調達 2003.7                        

・上記資機材用維持管理研修 2002.12                        

(4) 有権者教育                        

・有権者教育用資料及びガイドラインの準備 
2002.12～2003.3 

                       

・上記出版・刊行 2003.4                        

・有権者への研修等 2003.4～2003.9                        

・ジャーナリストへのオリエンテーション（オリエン
テーション用資料の作成を含む） 
2003.7～2003.9 

       
 

               

(5) 有権者への啓もう                        

・マスコミによる選挙キャンペーン 2003.9～2004.6                        

・対象者を限定した情報プログラムの実施 
2003.9～2004.6                        

(6) 広 報                        

・プレス/メディアセンターの設置 2003.9～2004.7                        

・メディアセンター/広報局スタッフ研修 2003.8                        



－9－

(1) 1999年選挙国際ドナー支援イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 2004年選挙国際ドナー支援イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ ドナー支援 

ドナー支援活動 

 

専門家、アド
バイザリー 
グループ 日本、 AEC、

IFES、アジア
財団、NGO等 

包括的選挙管理支援（KPU
管理、後方支援等） 

KPUスタッフ研
修、有権者研修
等各種研修 日本、UNDP

共通基金等 

資機材等の購入 

日本、IFES, 
AEC、NGO等 

マルチメディア 
センター 

日本、EU等各ドナー

選挙監視団 

日本、AEC等 

有権者登録支援 

UNDP 

米国 日本 オーストラリア EU等 
他ドナー 

ドナー支援活動 

バイの支援 
マルチ協力（資金協力） 

選挙プログラム 

UNDP 

選挙プログラム 

米国 日本 オーストラリア EU等 
他ドナー 

バイの支援 

マルチ協力（資金協力） 
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図１－２ 日本の支援イメージ 

 
ＫＰＵ総合支援プログラム 

有権者登録支
援プログラム 

有権者教育及
び啓蒙プログ
ラム 

全臨時雇スタ
ッフ用研修プ
ログラム 

選挙広報支援
プログラム 

アドバイザー型専門家 

選挙モニタリング(選挙監
視団調整等)プログラム 

選挙関連資機材調達
管理プログラム 

資機材調達 マルチ協力（資金協力） 

財政支援 無償資金協力 

包括的ドナー支援プログラム 
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第２章 総選挙を取りまく環境 
 

２－１ 憲法改正に伴う政治体制の変更について 

1999年10月から、2002年８月にかけて４次にわたる憲法改正が行われ、民主化プロセスのため

の布石となっている。また、2004年の総選挙に向けた基礎が構築された。その主な改正の内容は

次のとおりである。 

 

(1) 第１次改正 

1999年10月に行われた第１次改正では、大統領の権限を制限することに重点がおかれた。

例えば、大統領の任期に関する憲法第７条が改正され、正副大統領の再選は１回のみとなっ

た。 

 

(2) 第２次改正 

2000年８月にワヒド政権の下で開かれた国民協議会・年次総会（ST-MPR）では、第２次

の憲法改正が決議された。この第２次の改正で再び大統領に対する国民議会（Dewan 

Perwakilan Rakyat：DPR）の立法権の強化が計られ、国民議会に関する第20条の追加条項（第

５項）として、「（政府と議会が）合意した法案が、30日経ったあとにも大統領によって署名

されなかった場合は、その法案は成立したものと見なし、法律として施行されなければなら

ない」との規定が追加された。また、地方分権と基本的人権に関する条項が、それぞれ第18

条と第28条に追加された。 

 

(3) 第３次改正 

2001年11月９日、合意された第３次改正で、国民協議会（Majelis Permusyawaratan Rakyat：

MPR）の位置づけに関して、現行の1945年憲法の第１条第２項では、「主権は国民に帰属し、

国民協議会によって行使される」となっていたが、第３次改正ではこれを「主権は国民に帰

属し、憲法に則って行使される」に改定されることが決まった。 

改正前の1945年憲法では、国民協議会は行政・立法・司法の３権を代表するすべての国家

機関の上に立つ「最高決議機関」と位置づけられていたが、第３次改正によってそのような

特権的地位が失われることになった。 

第３次改正によってもたらされた国民協議会の特権廃止は、第１条の改定だけでなく、国

民協議会の構成に関する条項の改正とも関係していた。例えば、国民協議会の構成について

は、改正前の第２条２項は、「国民協議会（MPR）は、国民議会（DPR）のメンバーと、法律

に定められた方法で選ばれた地方や団体の代表によって構成される」とのみ規定されており、
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協議会のメンバーの選任方法が政府による任命のような非民主的な方法が取られる可能性を

残していた。そのため、民主化が進んだ現在でも、国民協議会は、国民議会メンバー500名（選

挙で選ばれる462名プラス国軍・警察代表38名）に、地方議会が選ぶ地方代表（Utusan Daerah、

130名）と選挙委員会（KPU）が選ぶさまざまな市民団体代表（Utusan Golongan、65名）を

加えた695名から成り立っており、選挙で選ばれない会派が温存されている。こうした状況の

変革が、第３次改正から盛り込まれるようになった。 

【地方代表議会の設置】 

 第３次改正からは、国民協議会（MPR）を国民議会（DPR）と地方代表議会（DPD）の二

院制にするための第一歩として、地方代表議会の役割に関する条項が付加された。 

 それらの追加条項によると、まず、第22C条では、地方代表議会のメンバーは各州で選挙

によって選ばれ、各州の代表数は一定とすることが述べられている。また、地方代表議会の

地位と構成は法律によって定められるとしながらも、同議会の議席数は国民議会の３分の１

を超えないことが定められている。 

 議席数に関する規定は、将来、国民協議会を国民議会と地方代表議会からなる二院制にし

た場合、前者の声を優先するとの考えが反映されている。 

 それ以外にも、第３次改正で追加された第22D条では、地方分権、中央と地方の関係、地

方の開発、拡大、合併、資源その他の財源の開発、中央と地方の財政の均衡化についての法

案策定に関して地方代表議会は国民議会とともに審議に参加し、また、国家予算や税金、教

育、宗教に関する法案についても国民議会に対して参考意見を述べるとされている。 

 しかしながら、最も肝心な規定である「国民協議会は国民議会と地方代表議会から成立す

る」との規定は第３次改正ではまだ合意されておらず、第４次改正にもち越された。 

 

(4) 第４次改正 

 2002年８月11日、2002年度の国民協議会・年次総会（ST-MPR）は、１日遅れで幕を閉じ、

最終的には正副大統領の公選や二院制国民協議会（MPR）の導入など、この国の民主化にと

っては不可欠な布石をもたらした。 

1) 承認された憲法改正 

a) 正副大統領の公選制 

 焦点の一つとなっていた正副大統領の直接選挙については、８月６日の委員会A（憲法

改正担当）の審議において全員一致で合意された。合意された改正条項６Aに基づき、2004

年の大統領選挙では、正副大統領がペアで立候補し、有権者による直接投票で過半数

（50％以上）の票を獲得したペアが正副大統領に就任し、過半数の得票を達成した候補

がいない場合は、第１位と第２位のペア候補が再度、有権者の直接投票による裁断を仰
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ぐことになった。 

b) 二院制導入 

 国民議会（DPR）と地方代表議会（DPD）から成立つ二院制国民協議会（MPR）の導入

に関する憲法改正は、「国民協議会は、選挙で選ばれる国民議会と地方代表議会のメンバ

ーから構成される」こととなった。 

c) 国軍・警察会派の廃止 

 憲法第２条の改正は、団体代表会派の消滅以外にも国民協議会の全議員が公選される

ことを明確化し、その結果、国軍・警察会派が次期国民協議会からなくなることも明ら

かになった。 

 
 憲法改正後（第４次） 改正前 

主権 ・主権は国民に属し、憲法に従って行使
される 

・インドネシアは法の支配を基礎とする
国家である 

・主権は国民に属し、国民協議会がこれ
を行使する 

←追加 

国民協議会 
（MPR） 
（５年に一度は招集

される。現状は、国

民議会議員、地方代

表、団体代表の695

名から成る） 

・構成メンバーは選挙で選ばれる国民議
会議員と地方代表議会議員から成る 

 
・憲法の修正及び制定する権限をもつ 
・正副大統領を就任させる 
・憲法に従って正副大統領を任期在職中
に罷免できる 

・国民議会議員に法律で定める規則に従
って地方及び諸組織代表を加えて構
成 

・憲法を制定し、国策大綱を決定する 
←追加 
←追加 

国民議会 
（DPR） 
（立法機能、予算機

能、監督機能を有し、

憲法の条文に定めら

れている質問権、国

政調査権、意見表明

権等を有し、また議

員は法案を提出する

権利を有する） 

・議員は総選挙でこれを選ぶ 
・法律を制定する権力を有する 
・すべての法律案は国民協議会と大統領
が審査し双方の同意を得る 

・法案が国民議会・大統領双方の承認を
得られなかった場合は、同法案を同じ
会期中に提出できない 

・大統領が双方の承認を得た法案を承認
することで法律になる 

・法律案が双方の承認を得ているにもか
かわらず、承認後30日以内に認証しな
い場合は、法案は公式に法律となり、
法律として制定されなければならない 

・議員は罷免されることができる 
削除← 

←追加 
←追加 
・すべての法律案は国会の承認を必要と
する 

・法案が国会により否決された場合、そ
の法案は同会期中の国会へ再提出さ
れてはならない 

←追加 
 
←追加 
 
 
 
←追加 
・国会の承認を得た法案が、大統領に拒
否された場合、その法案は同会期中の
国会に再提出されてはならない 
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地方代表議会 
（DPD） 
（国民代表議会のメ

ンバーとなる。主に

地方自治に関する法

律を審議する） 

・DPD議員は各州から総選挙によって選ば
れ、各州における合計のDPD議員数は同
数であり、また、DPDの総数は国民議会
総数の３分の１を超えない 

・最低１年に１回は議会を開く 
・地方自治や中央・地方の関係、地方の
構成・拡大・合併、天然資源やその他
の経済的資源に関する法案及び中央・
地方の財政バランスに関する法案を国
民議会に提出することができる 

←追加 

正副大統領 ・大統領は国民議会に法案を提出する権限
を有する 

削除← 
 

・正副大統領は有権者の直接投票によっ
て選ばれる 

・大統領及び副大統領の任期は５年で、
その後１期のみ再選が可能とする 

・国民代表議会は、正副大統領をその任
期中に憲法に従い、罷免することがで
きる 

・大統領は国民議会の同意を得て法律を
制定する権限を有する 

・大統領は国民議会の同意に基づき法律
を施行する権限を有する 

・正副大統領は国民協議会により多数決
をもって選出される 

・大統領及び副大統領の任期は５年で再
選も可能とする。 

←追加 
 

地方議会 
（DPRD） 

州・県・市レベルに設置。議員は総選挙
によって選ばれる。州知事、県知事、市
長は民主的な方法で選ぶ 

・国土を各地方へ分割し、それらの行政
機構を形成する 

 

２－２ 選挙関連スケジュール（今後の法案設立時期、物資の調達時期など） 

選挙関連スケジュールについては、選挙法等関連法案が国会を未通過の状況であり、最終的な

スケジュールについてはいまだ流動的であり、最終的なスケジュールが確定されるまでには今し

ばらく（2003年４月～６月ころというのが他主要ドナーの予想）時間が要すると思われる。かか

る状況のなか、現段階での情報から得られる今後の重要法案設立時期、及び物資の調達時期等に

ついて列挙することとする。 

 

(1) 法案設立時期 

 選挙関連重要法案として、次の３つの法案があげられるがその成立時期は次のとおり。 

1) 総選挙法：現在審議中 

 すべての選挙に関し、一元的な責任をもつKPUによると現在のところ、900項目あるうち

約400の審議が終了しており、DPRにおいて2003年１月までに成立するとしている。また、

国民議会選挙法特別委員会（PANSUS）（国会の常設ないしは特別委員会の下の協議機関）

によると、選挙法は１月末にDPRに提出されるとのことであった。一方、インドネシアの総

選挙法に技術的な支援を行っている選挙制度国際支援財団（International Foundation for 

Election Systems：IFES）や他ドナー等からのヒアリングでは、選挙法の成立は早くても2004
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年４月になるのではないかという見解もある。 

2) 政党法（Political Party Law）：2002年に成立 

 常設の事務所を全州の３分の２以上に設置していることが政党として参加できる条件と

なるなど、前回の選挙時よりも厳しい規定となっている。 

3) 正副大統領選法（Presidential Election Law）：内務省（Ministry of Home Affairs：MOHA）

にてドラフト作成中 

正副大統領がペアで立候補し、有権者による直接投票で過半数（50％以上）の票を獲得した

ペアが正副大統領に就任し、過半数の得票を達成した候補がいない場合は、第１位と第２位の

ペア候補が再度、第２ラウンドの投票を行うこととなっているものの、国民議会、地方代表及

び地方議会選挙と同日に行うか、異なる期日となるかなど選挙のタイミングや候補者の選定基

準等の規則については決まっていない状況にある。 

それら規則を含めた正副大統領選法については、現在（2002年12月15日時点）内務省にて策

定中の段階であり、国会にも提出されていない。なお、2003年１月末に成立する予定となって

いるものの期待された期日に成立するかは流動的な状況にある。 

 

(2) 研修、物資調達等の時期 

 KPUから提出された資料によるとスケジュールは次のとおり。 

1) KPU関連研修 

・KPU中央･州レベル職員への研修 2003年１月～2003年７月 

・オペーレーションスタッフへの各種研修 2003年１月～2003年12月 

2) 全臨時雇用スタッフ研修 

・全臨時雇用スタッフ（投票所職員・作業員、投票計数者）用研修プログラム企画･立案

 2003年７月～2003年９月 

・上記研修（270万～300万スタッフ） 2004年１月～2004年４月 

・投票作業員及び投票計算者のための研修マニュアルの作成と印刷 

 2003年10月～2003年12月 

・投票作業員及び投票計算者のための関連研修ビデオの作成と配布 

 2003年９月 

3) 物資調達 

・必要資機材の調達計画策定のための調査 2002年12月 

・必要なIT関連機材の購入（コンピュータ、LAN・WAN） 2002年12月～2003年12月 

・投票箱、インク等を含む他の資機材の調達 2003年７月 

・上記資機材用維持管理研修 2002年12月 
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4) 有権者教育 

・有権者教育用資料及びガイドラインの準備 2002年12月～2003年３月 

・上記出版・刊行 2003年４月 

・有権者への研修等 2003年４月～2003年９月 

・ジャーナリストへのオリエンテーション（オリエンテーション用資料の作成を含む）

 2003年７月～2003年９月 

5) 有権者への啓もう 

・ポスター、パンフレットの配布 

・マスコミによる選挙キャンペーン 2003年９月～2004年６月 

・対象者を限定した情報プログラムの実施 2003年９月～2004年６月 

6) 広 報 

・プレス／メディアセンターの設置 2003年９月～2004年７月 

・メディアセンター／広報局スタッフ研修 2003年８月 

 ただし、選挙法等関連法案の成立の遅れにより、全体的なスケジュールもそれに併せて

遅延することが想定される。 
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第３章 総選挙概要 
 

３－１ 総選挙の規模 

 2004年総選挙は大統領・副大統領、国民議会議員、地方代表議会議員、州の地方議会議員、県・

市の地方議会議員の５つが対象である。選挙にかかる総予算は約3兆ルピア（約430億円）を計画し

ており、予想される有権者の数は１億3,000万人、投票所の数は32万か所となる予定である。また、

政党数は前回48政党であったのに対し、現在は225政党が存在している。ただし、インドネシア政

府は政党法の要求を満たす政党は少なく、20以下に収まるのではないかという見解を示している。 

 

３－２ 総選挙における主な変更点 

 総選挙法が審議中であり変更される可能性はあるが、現在のところ示されている前回との変更

点については以下のとおり。 

 

変更点 1999年 2004年 

議会 一院制と国民協議会 二院制と国民協議会 

選出される議員

の割合 

国民議会（DPR）の92.5％ 

国民協議会（MPR）の66％ 

DPRの100％ 

MPRの100％ 

直接選挙で選ば

れる議員の割合 

０％ 100％ 

軍及び警察 DPR議席の7.5％ 

地方議会（DPRD）議席の10％ 

議席をもつ代わりに投票権がない 

議席はない 

軍及び警察が投票権を得るのは

1955年以来初めてとなる 
* ただし、2004年の選挙に関して軍及び

警察は投票権を行使しない。 

選挙システム 政党のクローズリスト 

比例代表制 

政党のオープンリスト 

DPRとDPRDは比例代表制 

地方代表議会（DPD）は（小又は中）

選挙区制 

選挙区 大規模な州に関しては90人がクロー

ズリストから選ばれることがあった 

州を小さな地区に分ける 

 

３－３ 総選挙の流れ 

選挙法の成立が遅れているが当初予定されていたスケジュールは次のとおり。なお、統計局は

有権者登録に関して、有権者登録を含む簡易国勢調査が2003年４月まで、その後データ処理が

2003年11月までとなるという見込みを示している。 
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 当初の予定 予定の変更点 

有権者登録 

情報システム開発及び調達 

政党登録 

選挙法成立 

有権者啓もうキャンペーン 

議席及び選挙区決定 

常設州選挙委員会及び地方選挙委員会設立 

物資流通ルートの展開 

議員候補者指名 

選挙結果公表の改定手続きの最終決定 

正副大統領候補者指名 

政党選挙キャンペーン 

当選候補者公表 

DPR、DPD、DPRD各議員就任 

正副大統領就任 

2002.10-2003.08 

2002.11-2003.12 

2002.11-2003.08 

2002.12 

2003.01-2004.06 

2003.01-2003.09 

2003.01-2003.12 

2003.01-2004.06 

2003.12-2004.04 

2003.12 

2003.12-2004.03 

2004.04-2004-05 

2004.08 

2004.09 

2004.09 

2003.03-2003.11 

 

 

2003.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 実施体制 

(1) 選挙委員会 

 総選挙法によって規定されるため、現時点で法案として示されている内容について言及す

る。 

 選挙委員会は国家レベル、州（province）レベル、県・市（Kabupaten, district／municipality）

レベルに分かれ、選挙法上は国家レベルの選挙委員会をKPUと呼称している。他にはサブデ

ィストリクト（ケチャマタン）選挙委員会（PPK）、海外選挙委員会（PPLN）、村（郡）選挙

委員会（PPS）が組織され、また、投票所役員（KPPS）と海外投票所役員（KPPSLN）が配置

される。 

 KPUは大統領によって総選挙を実施するために組織される、国家の常設の独立した組織で

ある。KPU委員は11人で構成されそれぞれが同等の投票権を持っている。11人の中から議長

と副議長を選出する。 

 州の選挙委員会は５～７人の委員、県・市の選挙委員は７～９人の委員によって組織され

る。PPKの委員には５人が選出され、PPSには３人がPPKによって指名され、KPPSを設立する。

またKPPSは７人のメンバーとなる。 

 KPUは独立性を保つために11人の委員全員が政党などに属さず、現在は委員の大部分が学

者である。ただし、組織上は事務局長、次長共に内務省（MOHA）の出身であるなど、まだ

完全に独立しているとは言いがたい。 
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(2) 国家開発企画庁（Badan Perencanaan Pembangunan Nasional：BAPPENAS） 

 国家開発計画（Program Pembangunan Nasional：PROPENAS）の策定などを担当する機関で

あり、また国際援助窓口でもある。総選挙においては二国間協力について取りまとめを行う

方針であるが、基本的にその実質的な役割はKPUが担う予定である。国際支援を含む資金面

の作業委員会ではメンバーとなっている。 

 

(3) 内務省（MOHA） 

 総選挙の法案に関することや政策的決定を担当している。また地方分権化への種々の改革

にも取り組んでいる。現時点では大統領選挙法を国会に提出するための作業を行っている段

階である。 

 KPUが設立される以前は内務省がその任を担っていたことから、内務省の一部において現

在でも、KPUは総選挙の実施を行う一機関であり、総選挙に対する責任は同省にあるという

認識をもっている。 

 

(4) 経済担当調整大臣府（EKUIN） 

 総選挙の資金面の作業委員会（EKUIN、MOHA、BAPPENAS、財務省）の委員長を務め、

BAPPENASと併せて、二国間・多国間双方の国際支援のエントリーゲートの任を務めるとと

もに、政府内の調整を行っている。選挙予算に関してもEKUINが調整を行っている。 

 

(5) 政治治安担当調整大臣府（Coordinating Minister for Political and Security Affairs） 

 前回の選挙の際は国際支援などのコーディネートを行った。今回はその任をEKUINに譲っ

ている。総選挙においては政治面、治安面において、特に政治的安定（例えば、選挙キャン

ペーン中のヒートアップの抑制など）に注力する方針である。 

 

(6) 国民議会選挙法特別委員会（PANSUS）（Special Committee） 

 国民議会の特別委員会として特定の法案を審議するために組織されている。総選挙法を審

議しているPANSUSのメンバーは50人から成っている。また、PANSUSの作業委員会として

PANJAが組織されており、27人の委員から成る。 

 PANSUSとしては審議している総選挙法はインドネシア全土の選挙に関して規定されるこ

とから慎重に審議を進めているところであるが、成立の遅れはその後の選挙のプロセスに影

響を与えることから、2003年１月下旬までに成立させたいとしている。 
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３－５ 1999年総選挙の概要 

(1) 概 要 

・実施時期 1999年６月７日 

・有権者数 １億3,097万人（その内ジャワ島が62％） 

・選挙形態 比例代表選挙（政党を選ぶ） 

・政党数 48党 

・国会議席 500議席（民選462、軍出身38） 

・候補者 11,772人 

・州会議員 27州 

・県会議員 316県 

・投票者 １億1,781万人（９割） 

 

(2) 選挙実施組織 

・総選挙委員会（KPU） 

・中央選挙管理実施機構（PPI） 

・州選挙管理実施機構（PPD-１） 27か所 

・県選挙管理実施機構（PPD-２） 316か所 

・郡選挙管理実施機構（PPK） 4,028か所 

・村選挙管理実施機構（PPS） 71,137か所 

・投票所（TPS） 321,860か所 

 

(3) ドナー体制 

1) 国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP） 

・選挙運営（対KPU 約3,200万ドル） 

・選挙民に対する情報提供（対KPU 約450万ドル） 

・選挙民教育（対国内NGO 約450万ドル） 

・選挙モニタリング（対国内NGO 約1,200万ドル） 

 合計 5,300万ドル（資金拠出申出額：6,045万ドル） 

2) 日 本 

a) 資金協力 

・UNDPに対する拠出（3,445万ドル） 

・集計用コンピューター借料、通信機器、二重投票防止用インク、投票所要員訓練経 

費、国内監視支援等 
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b) 技術支援 

・総選挙管理委員会（KPU）に対する専門家派遣（17名）、選挙アドバイザー（１名）、

集計システム支援（３名）、ロジスティックス（調達、配送）支援（13名） 

・UNDPに対する専門家派遣（３名）、NGO審査、会計監査、調達 

3) その他 

 米国、EU、オーストラリア、カナダ、英国、フィンランド、スウェーデン、ベルギー、

デンマーク、ドイツ、大韓民国、ニュージーランド、ノルウェー、スペイン 
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第４章 インドネシア政府のニーズ 
 

 前回の選挙同様、2002年９月に経済担当調整大臣府（EKUIN）はUNDPに対し、正式に2004年の

選挙に関してもドナーの調整役となるよう要請を行っている。これに対し、11月に国連本部政治

局からの調査団を派遣し、12月中旬に結果報告書を提出することとなっており、基本的に前回同

様、UNDPがドナーの調整役を引き受けることが想定されている。具体的には、UNDPは既に、イ

ンドネシア政府内に設置されているEKUINを議長とする内務省、国家開発企画庁（BAPPENAS）、

外務省、財務省の各省庁及び総選挙委員会（KPU）からなる選挙のための作業委員会が設置され

ているがUNDPもドナー調整役として作業委員会に参画している。作業委員会では政府及びドナ

ーの役割を含む包括的な選挙プログラムを準備しており、BAPPENASによるとプログラムを基に

UNDPが2003年１月初旬にドナー会合を開催し、ドナーの関心支援事項を確認し、2003年１月下

旬のインドネシア支援国会合（Consultative Group on Indonesia：CGI）にてその承認を求めること

としている。 

 

４－１ 総選挙全体のニーズ 

(1) 2002年９月24日にEKUIN主催で実施されたドナー会合で、以下の選挙予算が示され、この

内の約３割をドナーからの支援に期待している旨が表明された。 

 

項 目 金額（円） 

人件費 
財・サービス 
運営費 
その他 
新規DPRD議員 
（オリエンテーション等） 
新地方KPU 

366,661,194,000 
847,064,651,000 

1,356,600,232,000 
408,945,000 

20,700,000,000 
 

432,261,800,000 

合 計 3,023,696,822,000 

 

(2) 今回のKPUとの会合において上記選挙作業委員会にて策定中のプログラム案が手交され、

その内訳を見ると選挙に必要なニーズはプライマリー・ニーズ（Primary Needs）14項目とサ

ポーティング・ニーズ（Supporting needs）５項目の２種類に分かれる。このうち、原則、イ

ンドネシア側で手当てするものとドナーに支援を期待するものとに分けられている。 

 BAPPENASによると支援国に支援を期待している事項としては次の３つあげている。 

1) KPUへのキャパシティ・ビルディング 

 KPUは選挙を一元的に実施・管理することになっているものの、スタッフとも選挙の経験
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がなく、中央及び地方レベルでキャパシティ・ビルディングが必要。 

2) 有権者教育 

 マニュアル、パンフレット等の整備、有権者への啓もう・教育、プログラムの伝達等 

3) 選挙関連資機材（主に日本に期待） 

 情報通信機器、投票箱等 

 

(3) 14項プライマリー・ニーズ 

・HVSペーパー：投票者と市民用（HVS paper for print out of data processing for Voters and 

Citizens） 

・投票用紙（ballots） 

・総選挙のための技術フォーム（Technical forms for general election） 

・印刷物（Printed books） 

・総選挙文書（General election documentations） 

・投票集計ツール（Tools for accounting ballots） 

・投票ブース（Shelter for voters） 

・投票箱（Ballot boxes） 

・黒インクペン（Black ink pens） 

・普及用機器（Equipments for disseminations） 

・人材育成のための研修機器（Equipment for training human resources） 

・有権者及び市民登録用機器（Equipment for voter and citizen registration） 

・有権者、市民及び投票集計用データプロセス機器（Tools for data processing of voters and 

citizen and ballot accounting） 

・物資の輸送（Transportation for goods and services） 

 

(4) ５サポーティング・ニーズ 

・ラジオSSBトランシーバー（Radio SSB Transceivers） 

・ファックス（Facsimiles） 

・計算機（Calculators） 

・輸送用車両（Cars for Transportation） 

・州、県、市レベルでの事務局用インフラ、設備（infrastructure, facilities and utilities for 

Executing Secretariats in levels of Province and Regency/Town） 
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４－２ 日本へのニーズ 

 日本に対しては、同じアジアの同胞として欧米とは違った協力関係を築いており、今後も同様

の関係を継続することを期待している。その意味において、UNDPが国際支援の調整役になるも

のの、日本には欧米ドナーとインドネシア政府とのクッション役となることを期待している。KPU

からは前回の選挙時と同様にKPU内への日本人専門家の派遣を歓迎する旨が述べられた。 

 また、他ドナー及びインドネシア政府側が日本に期待していることとして資機材供与をあげて

いる。KPUからあげられた要請は以下のとおり。 

 

(1) 日本製の折りたたみ可能な投票箱160万個から200万個。 

前回の選挙では木製のものであり、非常に重く、保管が難しく一回終わるごとに壊してい

た。2001年委員長が訪日した際に見た日本の金属製のものは丈夫で折りたためて保管しやす

いため、今後予定されているインドネシア全土での議会選や市長選など年間80回ものの選挙

のために継続的に使用可能な投票箱を最も優先度の高い支援項目としている。 

 

(2) 国家と地方事務所へのコンピューター供与：5,000台 

 中央からケチャマタンにかけての選挙委員会に、CD/Rプリンター付のコンピューター

5,000台を申請している。選挙結果をCDでやり取りなどできるようにしたい。前回の選挙で

のデータは保管することができなかったため、今後はデータの保管を行い、2004年の選挙の

みならず、地方分権化につながるように地方自治体にも裨益するようデータ構築のためにも

必要である。 

 また、KPU内に既に整備されているLANに更に、今後はWAN（Wide Area Network）を整備

していきたいとして、各州においてコンピューターを整備するための人的・インフラ的準備

はできているものの、ジャワ・スマトラ以外の県レベルではその整備が整っていない状況に

ある（有権者の内訳はジャワ70％、スマトラ20％、その他10％）。日本の技術水準が非常に高

いことを尊重して今回の要請を出すこととしたとの由である。 

 

(3) コンピューター・プログラマーとオペレーターへの研修 

上記（２）に関連して中央レベルでの20名の職員、31の州での300名の職員、県･市レベル

での2,000名の職員に対するコンピューター・プログラマーとオペレーターとしての職員研修

を実施した。 

 

(4) 総選挙に関する一連の法律・規定の市民向け広報支援 

・新規法案及び規定集 10万部 
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政党法、総選挙マネージメント、国民議会（DPR・DPRD）、地方代表議会（DPD）、国民

協議会（MPR）の組織構成 

・総選挙用1,300万部のパンフレット（１億3,000万人の10％） 

・テレビ、ラジオ、雑誌等を通じた情報 

・専門家（政治的、技術的事項）、NGOや市民を交えたセミナー及びフォーラム 

・マルチメディアコンピューター、ポケットコンピューター及びプリンターのセットを中

央レベルの事務局用に５セット、州レベルに30セット 

 

(5) 行政支援：コンピューター供与（５セット）と研修 

地域Ⅰ（スマトラ）、地域Ⅱ（ジャワ、マドゥラ、カリマンタン）、地域Ⅲ（スラウェシ）、

地域Ⅳ（バリ、NTT、NTB）及び地域Ⅴ（マルク、マルクウタラ、パプア）の５つの地域へ

の2004年総選挙に関与する政党の予算と行政報告のための研修とそれに伴う５セットのコン

ピューターの供与を行う。 

 

留意事項：供与物資に必要な輸送経費については国家予算（APBN）若しくはJICAパッケー

ジに含めること。 
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第５章　各ドナーの協力の方向性

　選挙の規模及び種々の改革の状況から、各ドナーともインドネシアの将来を担う重要な選挙に

なると予想しており、多くのドナーが前回並みの支援を行う予定である。特にUNDPは経済担当

調整大臣府（EKUIN）より正式に、すべての国際支援のチャンネル及びコーディネーターとな

ることを依頼されており、今後UNDPを中心として公式・非公式のドナー会合が開催されること

が予想される。

　なお、主な援助機関の活動は以下のとおりである。

(1) UNDP

　前回の総選挙の経緯もあり、EKUINよりドナーコーディネーションの役割を担うことを

要請されている。またUN本部より調査団を11月に派遣しており、そのレポートの提出及び

本部の決定を待って今後の具体的な協力を考えることとしている。必要な支援としてあげて

いるものは、総選挙委員会（KPU）へのキャパシティ・ビルディング、有権者教育、コンピ

ューターなどのインフラ整備である。また前回同様の一般共通基金の設置を望んでいる。現

時点ではKPU内に事務所を構えての選挙システム支援を行っている。

(2) 世界銀行

　今回の選挙に関して世界銀行としての支援は考えていないものの、今回必要と思われる支

援として５つあげている。①有権者教育（特に女性への配慮）、②選挙全体の管理（透明性

の確保）、③IT（ハードウエア・ソフトウエア）、④モニタリング、⑤財政支援。また、イン

ドネシアは民主化へのプロセスの途についたばかりであり、民主化プロセス支援の一環とし

て、公務員改革、司法改革、地方分権化等の支援を行っている。現在はケチャマタンプログ

ラムとして、長期的な視点で地方政府の向上を目指している。その中において女性の選挙参

加・意識向上などを通じて間接的に選挙支援に寄与しようとしている。なお、インドネシア

の経済状況について確認したところ、マクロ経済諸改革については順調に推移しているとの

ことであった。

(3) 米　国

　米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）は現時点でプ

ロポーザルの段階であるが、2,400万ドルを２会計年度にわたって支援する予定としている。

特に支援の優先地域として９州あげており、その内６州（アチェ、パプア、北スラウェシ、

東西ジャワ）については最も優先度の高い地域としている。また、民主化支援を長期的な視
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野で考えており、選挙についてもそのプロセスとして重要な柱と位置づけている。そのため、

前回選挙以降、選挙制度国際支援財団（IFES）を通じた継続した支援を行ってきている。具

体的には、選挙関連法案策定への支援、KPUのキャパシティ・ビルディング（透明性確保、

メディア）を行う。特徴的な支援としては、国際問題民主研究所（National Democratic Institute

for international Affairs：NDI）、米国共和党国際研究所（International Republican Institute：IRI）

を通じて政党の運営能力向上支援があげられる。また、アジア財団を通じた有権者教育を行

っている。

　また、ドナー間での情報交換や連携のために、前回実施された週１回の会合を開くことや、

UNDPにあるオンラインシステムを有効活用する等今後本格的なドナー調整を期待している。

他には、合同選挙速報センター（メディアセンター）の設立・運営について前回選挙時に実

施したが、今回も同様の活動をオーストラリア選挙管理委員会（Australian Electoral

Commission：AEC）と共同して計画している。

(4) オーストラリア

　オーストラリアは政治的地理的関係からインドネシアの総選挙に対しては重点分野として

支援していく方針であり、特に2004年総選挙はインドネシアの民主化へ向けてのもっとも重

要なステージとなり、前回の選挙より重要であると認識している。2002年９月に既に調査団

を派遣した。その結果、AECを通じて、KPUの職員60人に対してマブリッジコースという選

挙マネージメントプログラムを2003年６月までの予定で実施中である。今回の選挙は前回と

異なり、KPUへの期待も高まっている。まだ非公式な段階であるが、前回同様1,500万オー

ストラリアドルを支援する予定としている。また、2003年６月までに更なる詳細な支援プロ

グラムを策定すべく、２名の専門家（ITを含む）を派遣予定である。

(5) EU

　現時点において確定されている支援はないものの、前回に比べても今回の選挙は大規模な

もので重要であると認識している。インドネシア側からの要請を待っている段階にある。

　EUとしては現時点では選挙監視団の派遣による支援を重要としており、一方、詳細な支

援プログラムに関してはミッションを送る予定である（時期は未定）。またUNDPが設置す

るトラストファンドに拠出する予定。

　EU加盟国の支援としてはオランダが政党への技術協力、ドイツがKPUへの技術協力、ス

ウェーデンが総選挙システムの教育への協力を行う予定としている。
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(6) NGO 

1) IFES 

 選挙支援に特化したアメリカ系の団体（財団）であり、35のフィールドオフィスを構え

世界中で活動を展開している。インドネシアにおいては既にKPU内に事務所を構えており、

法案審議へのアドバイスなども行っている。法案の英訳や法案審議の状況を逐次まとめる

などの活動を行っている。総選挙に向けての活動はUSAIDからの協力を得てKPUへのキャパ

シティ・ビルディングを中心に支援を行い、他には法整備支援、市民教育、メディア支援

（メディアセンター）など行う予定としている。平行して行われるAECのブリッジトレーニ

ングとのジョイントも考えているところである。 

 IFESは前回選挙から継続して選挙準備の支援に務めてきたため、KPUが抱える問題点、一

連の選挙の課題等に精通している。KPUから発行している資料も逐次英訳しており、我が方

が今後支援するにあたって貴重な情報源となり得る。 

2) アジア財団（The Asia Foundation） 

 有識者教育のためのプログラムを開発し、それに準じた活動を行う予定としている。イ

ンドネシアでの活動の歴史は長く、イスラム系の団体等を通じてインドネシア全土にネッ

トワークが確立されていて、今回もそのネットワークを利用して支援していく予定である。

有権者教育に関し、クリアリングハウス（情報センター）を中心として協力を支援する予

定で、教材はホームページに掲載して地方でも照会できる体制を整備している。今後選挙

支援コンセプトペーパーを作成する予定である。前回の選挙において、市民の権利行使の

ための意識向上についての有権者教育を行い、その実施後、事後評価を行っており、2003

年５月においても定性的定量的な調査を実施する予定としている。また、2003年２月まで

にコンセプトペーパーを作成する予定である。以上の評価及び調査は今後の我が方の支援

において参考になると考えられる。 

 

(7) ドナーコーディネーション 

 前回の選挙同様、2002年９月にEKUINはUNDPに対し、正式に2004年の選挙に関してもドナ

ーの調整役となるよう要請を行っている。これに対し、11月に国連本部政治局からの調査団

を派遣し、12月中旬に右結果報告書を提出することとなっており、基本的に前回同様、UNDP

がドナーの調整役を引き受けることが想定されている。具体的には、UNDPは既に、インドネ

シア政府内に設置されている経済担当調整省を議長とする内務省（MOHA）、国家開発企画庁

（BAPPENAS）、外務省、財務省の各省庁及びKPUからなる選挙のための作業委員会が設置され

ているがUNDPもドナー調整役としてこの作業委員会に参画している。作業委員会では政府及

びドナーの役割を含む包括的な選挙プログラムを準備しており、BAPPENASによると右プログ
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ラムを基にUNDPに2003年１月初旬にドナー会合を開催し、ドナーの関心支援事項を確認し、

2003年１月21～23日のインドネシア支援国会合（CGI）にてその承認を求めることとしてい

る。 

 主要ドナーは前回の選挙後から民主化プロセス支援として継続して支援しており、NGOを

通して選挙関連法案策定支援等を行うなど、2004年の総選挙に向けて準備を進めており、選

挙支援プログラムの最終策定段階にあり、独自の支援プログラムの最終策定段階にある。か

かる状況のなか、今回の調査で確認されたことは選挙支援を円滑に実施していくためには、

ドナー調整が不可欠な状況にあり、各ドナーとも早期のドナー会合等を期待している。 

 一方、UNDPがドナー調整を行うにあたって懸念されることは、主要３ドナーの動向であ

るが、前回選挙の３分の１のドナー支援を行った米国は前回同様にUNDPを介さず、二国間

の支援を想定しており、オーストラリアも総選挙法の成立の遅延が想定されている2003年４

月ごろまでには最終的な支援内容を確定するとしているもののUNDPを通した支援をするこ

とはいまだ確定していない。前回のUNDPを通じた支援約60億ドルのうち75％を占めた日本

とオーストラリアの動向次第ではUNDPが仮に調整役を引き受けたとしても資金難に陥る可

能性がある。 

いずれにしても、ドナー調整に関しては１月初旬に予定されているドナー会合から本格的

に開始されることになるが、ドナー調整が選挙を成功裏に導くためには重要な要素となるこ

とだけは間違いない。 
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第６章 我が国の協力 
 

６－１ 協力の方向性 

民主化支援を対インドネシア経済協力の大きな柱として掲げている我が国は、前回の選挙支援

でその存在を大きくアピールしており、2004年の総選挙についてもインドネシア及び他ドナーか

ら大きな期待が示されている。 

また、当国は、前回の選挙から更なる民主化を推し進めるために憲法改正を行い、国民議会

（DPD：550議席を予定、各州より４名ずつの選出）、地方代表議会（DPR：DPDの３分の１を超

えないことから140議席未満の予定）、地方議会各議員及び、正副大統領及び大統領を直接国民が

選出する初めての大規模、かつ複雑な総選挙を2004年に予定しており、当国の民主化を更に加速

させ、また定着させるうえで極めて重要な試金石となり得ることからも、これを支援することは、

民主化努力を支持している我が国の姿勢を強くアピールするうえで極めて重要なものとなる。ま

た、オーストラリア、米国等他主要支援国は前回の選挙と比べ、 

・複数の異なる議員を直接国民が選出する初めての選挙であること 

・政党数が多いこと 

・選挙を一元的に管理する総選挙委員会（KPU）にとって初めての選挙であるにもかかわらず、

スタッフ等が選挙の経験がないこと 

・選挙への参画基準が新しいこと 

・州及び地方レベルでの選挙委員会が新しいこと 

・選挙システムが新しいこと 

などからも前回以上に難しい選挙と成りえるとしており、民主化プロセスを定着させるためには

前回以上に今回の選挙のもつ意味合いが大きいとしている。 

インドネシアには邦人企業も多数進出しており、透明な選挙を行うことが社会的混乱を発生さ

せないという意味で、日本の国益につながるものである。さらに、アチェの選挙、バリ島でのテ

ロ事件等国際社会に対して平和で安定した国家イメージを与えるうえでも2004年の総選挙は成功

裏に行われる必要がある。 

今回の調査によって明らかになったことは、インドネシア政府は、日本の前回の支援を資金面

のみならず、インドネシア政府と他ドナーとの橋渡し的役割を担っていくことを高く評価してお

り、2004年の総選挙においても前回と同様に他ドナーとの橋渡し役となることを強く期待してい

ることである。これはこれまでのインドネシアと日本の長い歴史のなかで築きあげられた信頼関

係によるものであり、他ドナーとの比較優位として、また、他ドナーの支援も有効に効果が発揮

できるようドナーの中心的な役割を担うことが期待されている。 

かかる状況において、2004年の選挙に対し、我が国としての支援は不可欠であり、インドネシ
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ア政府及び国際社会の期待に沿うような支援を行っていくことが必要である。 

 

６－２ 協力案 

６－２－１ 支援方法 

前回の支援と異なる点は、選挙に向けた準備状況にある。前回はUNDPが一元的にドナー支

援の調整役となり、短期間に策定支援プログラムが策定され、走りながら選挙準備が進められ、

その都度支援プログラムが修正されたが、今回の選挙では、インドネシア政府は、2004年の総

選挙に向けて憲法改正、選挙関連法案等への取り組みなど着実にその準備を進めてきており、

主要ドナーである米国、オーストラリアなども前回の選挙修了後、2004年の総選挙に向けて中

長期的な民主化プロセス支援の一環として、選挙制度国際支援財団（IFES）、オーストラリア選

挙委員会（AEC）、アジア財団等のNGOや公的選挙委員会等を通じて選挙関連法案の策定支援

やKPUへの専門家派遣を行うなど、着実にその準備を進めてきている点である。そのため、主

要ドナーにおいては想定される選挙支援プログラムも選挙関連スケジュールに沿ってある程度

整備されつつある。具体的には各ドナーの協力の方向性で触れたように主要ドナーである米国

に関しては2,400万ドル程度の支援を想定しており、支援内容についても有権者情報・教育等の

支援をIFES、アジア財団等のNGOを通じて支援していくこととしている。オーストラリアにつ

いても1,500万オーストラリアドル程度の支援を念頭においており、既にKPUスタッフ研修（ブ

リッジコース）をAECを通じて実施していくことを決定している。 

かかる状況のなか、日本としても支援内容及び支援方法、更に支援額を予定されている2003年

１月21日からのインドネシア支援国会合（CGI）までに、その対処方針を確定していく必要があ

る。その支援方法については、大きく分けて二通りの案が想定される。第１案は、前回同様、UNDP

を通じた財政型支援に軸足を置いた支援。第２案は、財政型支援、無償資金協力（草の根無償、

見返り資金を含む）、技術協力（青年海外協力隊を含む）の総合的な組み合わせによる支援。第

１案は上述のとおり、選挙支援プログラムと実施へのスケジュールが既に検討されていることか

ら、前回の選挙のように走りながら短期間に支援プログラムを策定し、実施していくとの状況で

あったため、UNDPを通じた資金支援に軸を置き、柔軟な資金運用は非常に有効な支援方法であ

ったが、今回のようにある程度支援プログラム及び選挙スケジュールが想定される場合には、総

合的な選挙プログラムに応じて我が方の支援プログラムを策定し、これに沿った支援を展開して

いくことによって、より効果的な支援が可能になると思われる。ただし、この場合においても、

その時々に応じて必要不可欠となるセミナー、ワークショップや緊急的な対応等の柔軟、かつ緊

急的に必要となる運営資金は不可欠であり、限られた選挙スケジュールを円滑に実施・運営して

いくためには財政型支援も併せて必要になってくると思われる。また、日本が仮にUNDPを通じ

た支援を行わない場合、UNDPのドナー調整役としての運営資金が限定的となることが想定され
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ることからもある程度の額の財政支援を行う必要がUNDPやインドネシア政府からも期待されて

いる。ついては、支援方法としては第２案の財政型支援、無償資金協力（草の根無償、見返り資

金を含む）、技術協力（青年海外協力隊を含む）の総合的な組み合わせによる支援が2004年の選

挙を支援するうえで不可欠である。 

ただし、いずれの支援についても限られた時間のなかで適切なタイミングで支援するために

は、柔軟かつスピードのある支援を行っていかなければ好機を逃すことになる。 

また、今回の選挙は複数の異なる議員を直接国民が選出する初めての大規模な選挙であり、

１国のドナーが１分野を独占して支援することは非現実的であり、資金的にも困難であること

から、ドナー協調による相互乗り入れ型の支援を展開することが選挙を成功裏に実施するため

には極めて重要となる。 

 

６－２－２ 2004年総選挙総合支援プログラム（案） 

(1) 包括的な選挙支援プログラムの策定 

現段階でまず、行わなければならないことは包括的な選挙プログラムに沿った我が方の選挙

支援プログラムを策定することである。 

幸い、総選挙法等の成立が遅延しているため、具体的な選挙プログラムの最終確定はドナー

会議等のドナーとの調整を経て、2003年４月～６月頃までにずれ込む見込みであり、それまで

の間にKPUの意向を確認しつつ日本としての詳細な支援プログラムを先行している他ドナーと

も調整したうえで策定し、具体的な支援へとつなげていくことが現実的かつ急務の課題である。

そのためにはまず、最低限でも早期に国際的選挙に通じ、かつインドネシアにも明るい専門家

と専門家を通じて確認されたニーズを日本の援助スキームに仕立て上げていく案件形成のため

の企画調査員等をKPUに派遣すること必要がある。また、必要に応じて、在外プロジェクト形

成調査等との組み合わせによる対応が必要となる。いずれにしても、具体的支援プログラムを

策定することが本格的に支援を開始するうえで極めて重要なステップとなる。 

 

(2) 現段階で想定され得る支援内容とインプット 

財政型支援（UNDP拠出金、セクタープログラム無償等）、無償資金協力（草の根無償、見返

り資金を含む）、技術協力（青年海外協力隊を含む）等 

 

今回は協力の方向性の確認を中心とする調査であったため詳細な協力案については上述した

とおり、専門家派遣等を通じて早期に策定していくことになるが現在想定され得る協力プログ

ラムとしては次のとおりである。 
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　 1) KPU総合支援プログラム

a) 目　的

① 全体的な選挙管理のためのKPU全体の運営管理支援

② KPU機能強化の支援及び、実施組織の能力開発

③ KPUスタッフへのキャパシティ・ビルディング

④ KPUと国際社会（他ドナー等）との橋渡し

b) 専門家派遣

① アドバイザー型専門家の派遣（KPUへ派遣）

② 指導分野

・統括／選挙管理（長期）

・有権者登録／教育

・調達／ロジスティック全般

・財政管理／会計

・選挙広報

・国際選挙監視／ドナー調整（長期）

・その他必要な専門家

c) 活　動

① 全体的な選挙管理のためのKPU全体の運営管理支援

　 中央レベルでのKPU全体の運営管理への専門家を通じた助言

　 日本の支援全般に係るプログラムの策定及びその統括

・有権者登録支援プログラム

・有権者教育及び啓もうプログラム

・全臨時雇スタッフ（投票所職員・作業員、投票計数者）用研修プログラム

・選挙広報支援プログラム：マルチメディアセンター支援等

・選挙モニタリング（選挙監視団調整等）プログラム

・選挙関連資機材調達管理プログラム

・財政支援

・その他必要な支援プログラム

② KPU機能強化の支援及び、実施組織の能力開発及びKPUと国際社会（他ドナー等）

との橋渡し

　 適正な戦略策定メカニズムの構築支援

　 ドナー支援全般に係る支援形態（Modalities）、支援方法（Approaches）の調整

　 選挙実施に係る阻害要因と、軽減・解決方途の基本計画の策定
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　 援助調整会合等の事務局機能強化の支援及び、実施組織の能力開発等

・セミナー開催、定例召集、開催準備、資料整備、議事録整理等

③ KPUスタッフへのキャパシティ・ビルディング

　 現地国内研修の開催、講師の派遣

　 草の根無償、草の根技術協力等の活用によるNGOを通じた研修

　 必要な資機材・印刷物の調達

 2) 有権者登録支援プログラム

a) 背景・目的

有権者登録は選挙を実施するうえで大きな柱の一つであり、精度の高い選挙を行う

ためには有権者登録は極めて重要であり、そのためには情報の整備と継続した情報の

更新が必要となることから、本分野を支援することの意義は高い。

インドネシアでは今後2004年、2009年と総選挙が予定されているが有権者登録のた

めのデータ整備を行うのは2004年の総選挙のみとしており、KPUは統計局の協力を得

て、有権者登録に向けた作業を開始している。その手順は統計局にて人口登録を現地

調査を通じて実施し、そのデータを活用し、有権者登録を行うものであり、そのスケ

ジュールは次のとおりである。

〈人口登録〉

① スタッフ研修（～2003年２月15日）

② 現地調査（2003年３月15日～４月18日）

③ データ集計及び解析（2003年４月～2003年11月末）

→　人口登録を基に有権者登録

上記作業により、人口登録、有権者登録のみならず、有権者カード、有権者リストも

作成されるほか、整備される情報により、農業センサス、経済センサス、貧困人口等に

も活用されることなる。また、統計局ではすでに30州と377県のうち160県でインターネ

ットを活用できる体制となっており、インターネットを通じて各県での情報を送信するこ

とも可能である。

かかる状況を勘案し、2004年の総選挙支援項目の大きな柱の一つである有権者登録の

みならず、インドネシア政府の基本的情報として不可欠な農業センサス、経済センサス、

貧困人口等の整備を目的とした協力を検討することとする。

b) 支援内容：必要資機材の調達購入

　本作業は2000年に統計局に無償資金協力を通じて供与された79台のスキャナーが活用

することになっているが大規模なデータ収集と短期間での作業のために、更に14台のス

キャナー、人口センサスで供与されたスキャナーを選挙に活用するためにはソフトウエ
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アが集計用のみのものであり、文字の読み取りはできないため、文字情報をスキャンす

るために必要なソフトウエアと集計されたデータを州及び県レベルで解析等をするため

に1400台のコンピュータを2003年４月頃まで調達する。 

c) 支援方法 

 2003年４月頃まで調達する必要があり、時間が限られていることから、統計局に派遣

されている専門家と協議のうえ、必要な機材の仕様の確認等を行ったうえで、2002年度

締結されているノンプロジェクト無償、見返り資金等による機材購入を検討する。 

 3) 有権者教育及び啓もうプログラム 

a) 目 的 

 2004年の総選挙は新たな選挙システムにより、実施されることから混乱が内容一人で

も多くの有権者が投票するように有権者への情報の提供、教育・啓もうを行う。 

b) 支援活動 

① プログラムの作成 

 KPU総合支援プログラムにて派遣の有権者登録／教育プログラム専門家により、プロ

グラムの策定を行う。 

② セミナーの開催 

③ 青年海外協力隊の派遣 

④ 現地国内研修の開催、講師の派遣 

⑤ 草の根無償、草の根技術協力等の活用によるNGOを通じた研修 

⑥ 広報番組の作成支援（TVRI等との協力） 

⑦ 必要な資機材・印刷物の調達 

 4) 全臨時雇スタッフ（投票所職員・作業員、投票計数者）用研修プログラム 

a) 目 的 

2004年の総選挙は選挙を実施する側にとっても新たな選挙システムによる実施となる

ことから、実際の投票所の現場において投票にかかわる投票所職員・作業員、投票計数

者が選挙のシステム等を理解したうえで、作業が行われる必要があることから、投票所

職員・作業員、投票計数者への研修を実施する。 

b) 活 動 

① プログラムの作成 

 KPU総合支援プログラムにて派遣の専門家により、プログラムの策定を行う。 

② セミナーの開催 

③ 青年海外協力隊の派遣 

④ 現地国内研修の開催、講師の派遣 
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⑤ 草の根無償、草の根技術協力等の活用によるNGOを通じた研修

⑥ 広報番組の作成支援（TVRI等との協力）

⑦ 必要な資機材・印刷物の調達

 5) 選挙広報支援プログラム：マルチメディアセンター支援

有権者教育プログラム作成（必要に応じてTVRI等との協力）

a) 目　的

　総選挙において適切な広報を行うことは選挙の透明性及び説明責任を強化するうえ

でも重要であり、また、前回の支援でもドナーの協調によって支援されたマルチメデ

ィアセンターへの協力は顔の見える援助を展開するうえでも評価が高かったことから、

選挙の透明性、説明責任を高めるための選挙公報支援を行う。

b) 活　動

① プログラムの作成

KPU総合支援プログラムにて派遣の選挙広報専門家により、プログラムの策定を行

う。

② マスコミ等へのセミナーの開催

③ 広報番組の作成支援（TVRI等との協力）

④ 必要な資機材・印刷物の調達・配布

 6) 選挙モニタリング（選挙監視団調整等）プログラム

a) 目　的

　インドネシアの総選挙の適切なモニタリングと選挙が公明正大に行われたことを国

内外に示すために選挙監視団調整等を通じたモニタリングが必要となるが、インドネ

シアと国際ドナーとの橋渡し役を日本が行い、モニタリングを円滑に行うとともに日

本が選挙においても中心的なドナーであることをアピールする。

b) 活　動

① プログラムの作成

KPU総合支援プログラムにて派遣の専門家により、プログラムの策定を行う。

② セミナー等の開催

③ 必要な資機材・印刷物の調達

 7) 選挙関連資機材調達管理プログラム

a) 目　的

① 2004年の総選挙に必要な資機材のうち、日本に要請のあった投票箱や上記支援プロ

グラムに必要な資機材を購入することにより、選挙の円滑な実施に貢献する。

② 選挙で調達された資機材の管理に対して、専門家を通じて適切なアドバイスを行う

ことにより、選挙の円滑な実施に貢献する。
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b) インプット

① 選挙関連機材供与（投票箱）160万個の調達

② その他選挙支援プログラムに必要な資機材・印刷物の調達

c) 支援方法

　ノンプロジェクト無償、一般プロジェクト無償、見返り資金、草の根無償等

 8) 財政支援

a) 目　的

限られた選挙スケジュールを円滑に実施・運営してうえでその時々に応じて必要不

可欠となるセミナー、ワークショップや緊急的な対応等のための柔軟、かつ緊急的な

運営資金への財政的支援を行うことにより、円滑な選挙運営を行う。

b) 想定される支援方法

本選挙支援はインドネシアの民主化を加速させるための支援であり、ガバナンス

支援となることからガバナンスを分野としたセクタープログラム無償（本体の一部若

しくは全額）及びこれまでのノンプロジェクト無償によって積み立てられた見返り資

金をドナー支援として設置見込みの一般共通基金に投入することを検討する。

c) 管理方法

財政の管理方法として次の３つが考えられることから、今後その方法について検討

する。

① ノンプロジェクト無償の調達代理機関としてのJICSの関与の検討

② 現地公認会計機関の活用（プライスウォーターハウス等）

③ 専門家による管理

〈参　考〉

2002年11月27日、国民議会（DPR）本会議は2003年度国家予算案を承認し、2003度予算

が成立した。最終的には政府は予算赤字を34兆4,000億ルピア（対GNP比1.8％）に抑え

て、2003年度予算に漕ぎ着けており、2002年度の国債の新規発行が３兆9,000億ルピアで

あったのが2003年度予算ではほぼ倍増の７兆7,000億ルピアを予定しており、厳しい財政

状況となっている。かかる状況のなか、開発支出に関しても65兆ルピアで、対GNP比3.4％、

歳出の18％に過ぎず、開発を実施していくための予算が限られたものとなっている。
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表７－１ 2003年国家予算 

項 目 金額（10億ルピア）  

Ａ.歳入と無償供与 336,155.55  

 1. 税収 254,140.20  

 2. 税収以外 82,015.30  

Ｂ.歳出 370,591.80  

 1. 中央政府支出 253,714.10  

  a. 経常支出 188,584.30 51％ 

  b. 開発支出 65,129.80 18％ 

 2. 地方支出 166,877.70 32％ 

Ｃ.予算支出 -34,436.30  

Ｄ.赤字補填財源 34,436.30  

 1. 国内財源 22,450.10  

 2. 国外財源 11,986.20  

 

〈参考文献〉 

佐藤百合編（2002）『民主化時代のインドネシア―政治経済変動と制度改革』NO.525研究双書 アジア経済研究所
インドネシア・ウォッチング 2002年８月12日号、2002年８月５日号、2002年７月29日号、2002年７月１日号、
2002年６月３日号 
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１．主な面談者リスト 
 
 名 前 タイトル 所 属 

１ Andre Klap  Deputy Resident Representative Programme UNDP 

２ Kendra Collins Programme Adviser UNDP 

３ Ramlan Surbakti  Vice Chairman KPU 

４ H.S.A Yusacc, S. Sos.M.Si Secretary General KPU 

５ Gutheng Prabowo Deputy Head of Bureau KPU 

６ Maksum  KPU 

７ Edi Suhaedi Head of Division for Technical Cooperation KPU 

８ Sussongko Suhardjo Deputy General Secretary KPU 

９ Kim Henderson Second Secretary AusAID 

10 Leya Cattleya Program Manager AusAID 

11 Freddy H. Tulung Director of Politic, Communication and Information BAPPENAS 

12 Otho Hernowo Hadi Deputy Director, Directorate of Politic, 

Communication and Information 

BAPPENAS 

13 Alan Wall Project Manager IFES 

14 Phil Whelan Election Administration Specialist IFES 

15 Lucy Sompie-Pakpahan Assistant to Election, Administration Specialist IFES 

16 Amin Rianom Deputy for Foreign Policy Affairs Menko Polkom 

17 Benny P. Suryawinata Assistant Deputy for Foreign Policy Affairs Menko Polkom 

18 Sadewo Yoedo Assistant deputy, Assistant deputy Asia and 

Pacific 

Menko Polkom 

19 Anne-Lise Klausen Governance Advisor 世界銀行 

20 Philip B. Schwehm Democracy and Governance Senior Advisor USAID 

21 Jon D. Lindborg Deputy Director USAID 

22 Ulrich Eckle Counselor, Political and Economic EU 

23 Laurence Gillois Political and Economic Section EU 

24 Nilan K. Fernando Assistant Representative The Asia Foundation 

25 Wandy N. Tuturoong Media and Election Program Officer The Asia Foundation 

26 Trefor Owen Team Leader, Election Assistance Project AEC 

27 Jodi Morrell Project Officer, Election Assistance Project AEC 

28 Ratna Harianja Specialist DRIDGE Trainer Election Assistance 

Project 

AEC 

29 S. Nurbaya Secretary General MOHA 

30 Mubarto  MOHA 

31 Yuswandi A.Temenggung Head Center for Management of Cooperation MOHA 

32 Agus Suherman  Director of Statistical Information System BPS 

33 Komara Djaja  Deputy for Macro Economic and Finance EKUIN 

34 Zainal A. INDRADEWA Deputy Assistant for Budget EKUIN 

35 A. Teras Narang, SH Ketua KomisiⅡDPR-RI PANSUS 
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２．収集資料リスト 
 
 資料名 入手元 

１ KPUからの要請書 KPU 

２ KPU Strategic Plan 2002-2005 KPU 

３ Terms of Reference The Implementation and Financial Program of the 

General Election Year 2004 
KPU 

４ KPU組織図（インドネシア語） KPU 

５ Tentative Plan for 2004 Elections Indonesia Proposals for support from the 

International Community 
UNDP 

６ 2004 Indonesian Elections – SCOPING MISSION – AEC report AusAID 

７ Participants Group Discussion One Day Workshop on November ５ th, 
2002 

USAID 

８ Schedules Pre-Election Assessment, October-December, 2002 USAID 

９ Kecamatan Development Program Phase one：Final report 1998-2002 World Bank 

10 Kecamatan Development Program Brief Overview World Bank 

11 2004 Elections Issues, Summary IFES 

12 Legislative Election Scenarios IFES 

13 Party Responses to Draft Election Law / Issues raised in PANSUS 

discussions 

IFES 

14 Electoral System Issues – NDI IFES 

15 Presidential Election Scenarios – NDI IFES 

16 KPU Budget Proposals IFES 

17 KPU Voter Registration Papers IFES 

18 KPU Election Timetable IFES 

19 IFES Report on KPU Reform Needs IFES 

20 Law on Political Parties, 2002 IFES 

21 Draft Law on Elections IFES 

22 Draft Law on Functions of DPR, DPD, MPR and DPRDs IFES 

23 Draft Clauses for Presidential Elections IFES 

24 Constitutions, as Amended to August 2002 IFES 
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